
 

 

 

 

 

１月定例教育委員会会議 

 

 

㸦議  案㸧 

 



議案第㸯号 

 

学校教育法施行細則ࡢ一部改正につい࡚ 

 

学校教育法施行細則㸦ᖹ成20ᖺ美祢ᕷ教育委員会規則第13号㸧ࡢ一部を次ࡾ࠾ࡢ改正す

 ࠋࡿすࡢࡶࡿ

 

 ௧和㸰ᖺ㸯月27日提出 

 

                    美祢ᕷ教育委員会教育長 中 本 喜 弘  

 

学校教育法施行細則ࡢ一部を改正すࡿ規則 

 

学校教育法施行細則㸦ᖹ成20ᖺ美祢ᕷ教育委員会規則第13号㸧ࡢ一部を次ࡼࡢうに改正す

 ࠋࡿ

別記様式第㸰号を次ࡼࡢうに改ࠋࡿࡵ 

別記様式第㸰号㸦第㸰条関係㸧 

 

ᖺ  月  日 

 

様 

 

美祢ᕷ教育委員会 印 

 

ᖺ度小(中)学校入学通知書 

 

下記ࡾ࠾ࡢ学校教育法施行௧第㸳条にࡾࡼ通知しますࠋ 

 

記 

 

児童(生徒)氏名  

生 ᖺ 月 日 ᖺ  月  日 性 別  

入学指定校      小(中)学校 

入 学 期 日    ᖺ  月  日 



備 考  

＜留意事項＞ 

㸯．指定校௨外ࡢ学校へࡢ入学を希望すࡿ場合ࡣ下記連絡先へ御相談くࡉࡔいࠋ 

㸰．入学式ࡢ日時及び入学準備等につい࡚࠾ࡢ知ࡽせࠊࡣ当該学校長ࡽ連絡いࡓしますࠋ 

㸱．ࡢࡇ通知書ࡢ内容に誤ࡀࡾあࡿ場合ࠊ又ࡣ住所を変更ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ㏿やに下記連絡先 

ま࡛ࡈ連絡くࡉࡔいࠋ 

㸲．ࡢࡇ通知書ࡣ大切に保管しࠊ入学式に学校へ持参し࡚くࡉࡔいࠋ 

附 則 

 ࠋࡿ施行すࡽ日ࡢ公ᕸࠊࡣ規則ࡢࡇ

 

 



 

議案第㸰号 

 

   スクールバス及びスクールタクシーࡿࡼ通学支援事業実施要綱ࡢ制定つい࡚ 

 

スクールバス及びスクールタクシーࡿࡼ通学支援事業実施要綱を次ࡾ࠾ࡢ制定ࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢ

 

 ௧和㸰年㸯月27日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 中 ᮏ 喜 弘 

 

㸦趣旨㸧 

第㸯条 ࡢࡇ告示ࠊࡣ美祢市立小学校及び中学校ࡢ統廃合等ࠊࡾࡼ通学ࡢ支援ࡀ必要࡞

行うスクールバࡀ㸧ࠋいう教育委員会ࠖࠕ美祢市教育委員会㸦௨ୗࠊࡋ対児童生ᚐࡿ

ス及びスクールタクシー㸦௨ୗࠕスクールバス等ࠖいうࠋ㸧ࡿࡼ通学支援事業つい

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ事項を定࡞必要ࠊ࡚

㸦事業ࡢ内容㸧 

第㸰条 教育委員会ࡣ対象ࡿ࡞児童生ᚐつい࡚ࠊスクールバス等ࡢ運行ࡾࡼ通学ࡢ支

援を行うࠋ 

㸦対象者ࡢ報告㸧 

第㸱条 学校長ࠊࡣ教育委員会対ࠊࡋ前年度10ࡢ月ᮎま࡛対象ࡿ࡞児童生ᚐを報告ࡋ

や㏿ࠊࡣ場合ࡿあࡀ変更児童生ᚐࡿ࡞対象ࡾࡼ転居等ࠊまたࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ報告

㸦運行計画㸧 

第㸲条 スクールバス等を利用ࡿࡍ児童生ᚐࡀ在籍ࡿࡍ学校ࡢ学校長ࠊࡣ毎月20日ま࡛翌

月ࡢスクールバス運行計画を策定ࠊࡋ教育委員会ࡢ承諾を受࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅいࠋまたࠊ

運行計画ࡢ変更等ࡀ発生ࡋた場合つい࡚ࠊࡣ教育委員会㏿や報告ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

 ࠋい࡞

 㸦乗降場所㸧 

第㸳条 スクールバス等ࡢ乗降場所つい࡚ࠊࡣ教育委員会ࡀ定ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

㸦運行業務ࡢ委ク㸧 

第㸴条 教育委員会ࠊࡣスクールバス等ࡢ運行及び整備そࡢ他必要認ࡿࡵ業務ࡢ全部又ࡣ

一部を委クࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 㸦受ク者ࡢ遵Ᏺ事項㸧 

第㸵条 前条ࡢ規定ࡾࡼ委クを受ࡅた者ࠊࡣ常Ᏻ全留意ࠊࡋ天候ࡢ急変ࠊ道路ࡢ崩壊ࠊ

事故そࡢ他スクールバス等ࡀᏳ全運行࡛࡞ࡁい認ࡿࢀࡽࡵ状況ࡀ生ࡌた場合ࠊࡣ直ち

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡌ措置を講࡞適切ࠊࡋ報告学校長

㸦運転者ࡢ遵Ᏺ事項㸧 

第㸶条 スクールバス等ࡢ運転者ࠊࡣ関係法௧を遵ᏲࡋᏳ全࡞運行を図ࡼࡿう努ࡤࢀࡅ࡞ࡵ

 ࠋい࡞ࡽ࡞



 

㸰 運転者ࠊࡣ市内ࡢ児童生ᚐࡢ通学ࡢ用供ࡿࡍ車両ࡢ日常点検を行いࠊ常良好運転

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ乗務状況をグ録ࡢ車両ࠊࡋ状態を維持ࡿࡁ࡛

㸦利用者ࡢ遵Ᏺ事項㸧 

第㸷条 スクールバス等を利用ࡿࡍ者ࠊࡣ次ࡢ各号掲ࡿࡆ事項を厳Ᏺ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋいࠋ 

(1) スクールバス等ࡢ運転手ࡀᏳ全確保ࡢたࡵ行う職務ୖࡢ指示ᚑいࠊᏳ全運転協

力ࠋࡇࡿࡍ 

(2) 車内を清潔ࠋࡇࡿࡍ 

(3) そࡢ他教育委員会ࡢ指示ࠋࡇࡿࡍ 

㸦そࡢ他㸧 

第10条 ࡢࡇ告示定ࡢࡢࡶࡿࡵほࠊ必要࡞事項ࠊࡣ教育委員会ࡀ別定ࠋࡿࡵ 

附 則 

 ࠋࡿࡍ施行ࡽ௧和2年4月1日ࠊࡣ告示ࡢࡇ



 

議案第㸱号 

 

   通学困㞴認定基準ࡢ制定ࡘい࡚ 

 

通学困㞴認定基準を次ࡾ࠾ࡢ制定ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

 

 ௧和㸰年㸯月27日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 中 本 喜 弘 

 

㸦趣旨㸧 

第㸯条 ࡢࡇ訓௧ࠊࡣ美祢市立小中学校児童生徒対ࡿࡍ通学支援関ࡿࡍ条例施行規則㸦௧

和元年規則第17号ࠋ௨ୗࠕ規則ࠖいうࠋ㸧第2条第3項ࡢ規定ࡿࡅ࠾通学支援ࡢ認定基

準を定ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

㸦認定基準㸧 

第㸰条 ࡢࡇ訓௧ࡿࡼ通学支援ࡢ認定当たࠊࡣ࡚ࡗ次ࡢ各号掲ࡿࡆ要件ࡢいࢀࡎ

該当し࡚い࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

(1) 車両ࡢ通行ࡀ多い通学路࡛ࠊ路側帯や歩道ࡀ整備さ࡚ࢀい࡞い場合 

(2) 高ప差ࡀ大ࡁい通学路࡛2ࠊキロメートル௨ୖࡢ通学を行う場合 

(3) 民家ࡀわ࡛ࡎ人通࡞ࡀࡾく見通しࡢ悪い通学路ࡀ続く場合 

(4) 危険࡞交差点や長いトンネル等ࠊࡾࡼ通学ࡢ安全ࡀ確保࡛࡞ࡁい場合 

(5) 規則第2条第1項及び第2項࡛規定さ࡚ࢀい࡞い区域࡛ࠊఫ居ࡽ学校ま࡛ࡢ距㞳ࡀ小

学校4キロメートルࠊ中学校6キロメートルを超えࡿ児童生徒又ࡣ本人ࡢ障害等ࡾࡼ通

学支援を必要ࡿࡍ場合 

 㸦そࡢ他㸧 

第㸱条 ࡢࡇ訓௧定ࡢࡢࡶࡿࡵほࠊ必要࡞事項ࠊࡣ教育委員会ࡀ別定ࠋࡿࡵ 

附 則 

 ࠋࡿࡍ施行ࡽ௧和2年4月1日ࠊࡣ訓௧ࡢࡇ 



議案第㸲号 

 

特別天然記念物秋吉台保存活用計画策定委員会設置要綱ࡢ制定ࡘい࡚ 

 

特別天然記念物秋吉台保存活用計画策定委員会設置要綱をḟࡾ࠾ࡢ制定すࡢࡶࡿすࠋࡿ 

 

 ௧和㸰年㸯᭶27日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 中 本 喜 弘 

 

㸦設置㸧 

第㸯条 特別天然記念物秋吉台を将来わ࡚ࡗࡓ適切保存活用しࠊ後世継承し࡚いくࡓ

特別天然記念物秋吉台保存ࠊࡵࡓࡿ㸧を策定すࠋいう計画ࠖࠕ保存活用計画㸦௨ୗࡢࡵ

活用計画策定委員会㸦௨ୗࠕ委員会ࠖいうࠋ㸧を設置すࠋࡿ 

㸦所掌事項㸧 

第㸰条 委員会ࡀ所掌すࡿ事項ࠊࡣḟࡾ࠾ࡢすࠋࡿ 

(1) 計画ࡢ策定関すࠋࡇࡿ 

(2) そࡢ他必要࡞事項関すࠋࡇࡿ 

㸦組織㸧 

第㸱条 委員会ࠊࡣ委員10名௨内を࡚ࡗࡶ組織すࠋࡿ 

㸰 委員ࠊࡣḟ掲ࡢࡢࡶࡿࡆうࠊࡽࡕ教育委員会ࡀ委嘱又ࡣ任命すࠋࡿ 

(1) 学識経験を᭷すࡿ者 

(2) 前号掲ࡢࡢࡶࡿࡆほࠊ教育委員会ࡀ特必要認ࡿࡵ者 

㸦任期㸧 

第㸲条 委員ࡢ任期ࠊࡣ教育委員会ࡀ委嘱又ࡣ任命しࡓ日ࡽ計画ࡀ策定さࡿࢀ日ま࡛ࡢ間

 ࠋࡿす

㸦委員長及び副委員長㸧 

第㸳条 委員会委員長及び副委員長を置ࠊࡁ委員ࡢ互選ࢀࡇࡾࡼを定ࠋࡿࡵ 

㸰 委員長ࠊࡣ委員会を௦表しࠊ会務を総理すࠋࡿ 

㸱 副委員長ࠊࡣ委員長を補佐しࠊ委員長事故あࠊࡁࡿ又ࡣ委員長ࡀḞࠊࡣࡁࡓࡅそ

 ࠋࡿ職務を௦理すࡢ

㸦会議㸧 

第㸴条 委員会ࡢ会議㸦௨ୗࠕ会議ࠖいうࠋ㸧ࠊࡣ委員長ࡀ招集すࡔࡓࠋࡿしࠊ委嘱後最

初ࡢ会議ࠊࡣ教育委員会ࡀ招集すࠋࡿ 

㸰 会議ࡢ議長ࠊࡣ委員長を࡚ࡗࡶ充࡚ࠋࡿ 

㸱 委員会ࠊࡣ委員ࡢ半数௨ୖࡀ出席しࠊࡤࢀࡅ࡞会議を開く࡞ࡁ࡛ࡀࡇいࠋ 

㸲 委員長ࠊࡣ必要ࡀあࡿ認ࠊࡣࡁࡿࡵ会議委員௨外ࡢ者ࡢ出席を求ࠊࡵそࡢ意見を

聴ࠊࡁ又ࡣ資料ࡢ提出を求ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ 

㸦庶務㸧 

第㸵条 委員会ࡢ庶務ࠊࡣ教育委員会事務局文化財保護課࠾い࡚処理すࠋࡿ 



㸦そࡢ他㸧 

第㸶条 ࡢࡇ告示定ࡢࡢࡶࡿࡵほࠊ委員会ࡢ運営関し必要࡞事項ࠊࡣ委員長ࡀ会議

諮࡚ࡗ定ࠋࡿࡵ 

附 則 

 ࠋࡿ施行すࡽ௧和2年4᭶1日ࠊࡣ告示ࡢࡇ

 



報告第㸯ྕ 

 

   美祢市立秋吉台科学博物館協議会委員の委嘱及び解嘱につい࡚ 

 

 美祢市立秋吉台科学博物館協議会委員の委嘱及び解嘱につい࡚ࠊ美祢市教育長に対すࡿ事

務委任規則(ᖹ成 20ᖺ美祢市教育委員会規則第㸳ྕ)第㸲条第㸯ྕの規定にࠊࡾࡼ下記の࠾

 ࠋࡿ報告すࡾࡼ条第㸰項の規定にྠࠊ臨時に௦理したの࡛ࡾ

 

  ௧和 2ᖺ㸯月 27日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 中 本 喜 弘 

 

記 

 

㸯 臨時௦理ᖺ月日   ௧和㸰ᖺ㸯月㸯日 

 

㸰 委員の任期     委嘱日ࡽ௧和㸰ᖺ㸱月 31日ま࡛ 

 

㸱 委員の氏ྡ 

区分 氏 ྡ 所 属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 吉⏣真⏤美 美祢市立秋吉小学校校長 ᖹ成 31ᖺ㸲月㸯日 
 

解嘱 中村 浩ྖ 美祢市立秋吉小学校校長 ᖹ成 31ᖺ㸱月 31日 
 

 

 


